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国
民
年
金
に
は
、
失
業
し
た

場
合
や
所
得
が
少
な
い
な
ど
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的

に
困
難
な
場
合
に
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が﹁
免
除
﹂ま

た
は﹁
猶
予
﹂（
先
送
り
）さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
将
来
の
年
金
受
給
権
や
万

が
一
障
が
い
を
負
っ
た
と
き
の

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
免
除（
全
額
免
除
・
一
部
免
除
）

申
請

　

本
人
や
世
帯
主
、
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
保
険
料
の
納
付
が
全
額

ま
た
は
一
部
免
除
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
一
部
免
除
の
場
合
、
減

額
さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
な

い
と
一
部
免
除
が
無
効
と
な
り

未
納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

②
納
付
猶
予
申
請

　

50
歳
未
満
の
方（
学
生
を
除

く
）で
、
本
人
や
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

■
手
続
き

　

住
民
票
の
あ
る
市
町
村
へ

﹁
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納

付
猶
予
申
請
書
﹂を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。（
申
請
書
は
町
民

生
活
課
ま
た
は
年
金
事
務
所
に

あ
り
ま
す
。）

■
必
要
な
も
の

①
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な

　

ど
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

　

も
の

②
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま

　

た
は
離
職
票
の
写
し（
失
業

　

な
ど
に
よ
る
申
請
の
場
合
の

　

み
）

■
受
付
期
間
な
ど

　

令
和
３
年
度
分（
令
和
３
年

７
月
か
ら
令
和
４
年
６
月
分
ま

で
の
保
険
料
）の
免
除
な
ど
の

受
け
付
け
は
７
月
か
ら
開
始
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
過
去
の
期
間
に
つ
い
て

も
申
請
時
点
か
ら
２
年
１
カ
月

前
の
月
分
ま
で
遡
っ
て
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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《受給資格期間・年金額の違い》

納付状況
年金の種類 納　付 全額免除 一部免除

（一部納付） 納付猶予 未　納

老
齢
基
礎
年
金

受給資格期間へ
の算入 〇 〇 〇 〇 ×

年金額への
反映 〇 　〇※ 　〇※ × ×

障害・遺族基礎年金
受給資格期間への算入 〇 〇 〇 〇 ×

※老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険
料を全額納付した場合と比べて、年金額が低額となります。

～
保
険
料
を
納
め
る
の
に
お
困
り
の
と
き
は
～

　
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
！
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